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              業 務 委 託 基 準 

 

  （適用範囲） 

 第１条 この基準は、放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２３条の規定に基

づき、日本放送協会（以下「協会」という。）が次に掲げる業務の一部を協会

以外の者に委託する場合について適用する。なお同法第２１条の規定に基づく

業務の委託の基準については、別に定める。 

  (1) 同法第２０条第１項の業務 

  (2) 同法第６５条第１項又は第６６条第１項の規定により協会が行う業務 

 

  （業務の委託の要件） 

 第２条 協会は、前条第１号又は第２号の業務の一部を協会以外の者に委託する

場合には、放送番組の編集に関する自主性を堅持するとともに協会の公共放送

としての目的達成に支障を来さないものとする。 

 ２ 協会が協会以外の者に委託する業務（以下「委託業務」という。）は、委託

することが自ら実施するよりも経済性等において有利であり、委託することに

よりすぐれた成果を得られることが十分に期待されるものでなければならない。 

 

  （受託者の選定） 

 第３条 協会は、業務の専門性、特殊性等から他に委託先がない場合等やむを得

ない場合を除き、競争契約を原則として、当該委託業務を遂行するのに十分な

能力を有する者の中から、当該委託業務の内容、実施方法及び実施期間、経済

性等を考慮し、業務の遂行上最も適当と認められる者を、受託者として選定す

る。 

 ２ 受託者の選定についての具体要領は別に定める。 

  

  （契約の方法） 

 第４条 業務の委託の契約は、当該委託業務についての内容、実施方法、実施期

間、契約金額、支払方法、契約の変更及び解除の条件、委託業務完了の認定そ

の他必要な事項を記載した契約書により締結しなければならない。 



   

（契約金額） 

 第５条 契約金額は、当該委託業務の実施に要すると認められる金額とする。 

 ２ 前項の契約金額は、当該委託業務の内容に照らし社会的に公正かつ妥当なも

のでなければならない。 

 ３ 契約金額の算定方法についての具体要領は別に定める。 

 

   （契約金額の支払方法） 

 第６条 協会は、当該委託業務が完了し必要な検査を終えたのち、受託者に契約

金額を支払うものとする。 

 ２ 協会は、必要に応じ契約金額の一部又は全部について前金払又は概算払をす

ることができるものとする。 

 

  （再委託） 

 第７条 協会は、協会がその必要を認めて承認した場合に限り、受託者に当該委

託業務の一部を他の第三者に再委託させることができるものとする。 

 

  （委託業務の管理） 

 第８条 協会は、必要に応じ受託者から当該委託業務の進行状況等を報告させ、

又は必要な指示を与える等委託業務の実施管理上必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

 （成果等の発表又は公開） 

 第９条 協会は、受託者が当該委託業務の内容及び成果等について発表又は公開

しようとする場合は、受託者に事前に協会の承認を受けさせるものとする。 

 

 （著作権等の取扱い） 

 第１０条 協会の委託により制作された番組の放送権の範囲については、協会と

受託者が協議により定めるものとする。 

 ２ 受託者が当該委託業務を実施することにより生じた放送権以外の著作権及び

著作隣接権の取扱いについては、協会と受託者が協議により定めるものとする。 

 

 

 

 



  （発明考案等の取扱い） 

 第１１条 協会は、受託者が当該委託業務を実施することにより創生した工業所

有権に係る発明考案等を出願しようとするときは、事前に協会に通知させるも

のとする。 

 ２ 協会は、前項において必要があるときは、受託者と共同で出願できるものと

する。 

 

  （財産の所有権等の取扱い） 

 第１２条 受託者が業務の委託の契約に基づいて製作又は取得した財産の所有権

その他の権利（第１０条第１項及び第２項に定めるものを除く。）は、一般に

妥当と認められる取引慣行に基づき受託者に帰属するもの、及び協会が指定す

るものを除き、協会に帰属するものとする。 

 

    附則 

  この業務委託基準は、平成元年１０月１日から適用する。 


